
刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、雨水流出の抑制を図ることにより浸水被害を軽減させるため、浄化槽転用貯留槽、雨水貯留施設及び雨水浸透施設（以下「雨水貯留浸透施設」という。）の設置工事を行うものに対し交付する刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金（以下「補助金」という。）に関し、刈谷市補助金等交付規則（昭和４４年規則第２９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　(1)　浄化槽等　浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽及びくみ取便所の便槽をいう。

　(2)　浄化槽転用貯留槽　下水道への接続により、不用となる浄化槽等を雨水貯留施設に転用したもの及び浄化槽転用貯留槽に関連する設備で、貯留した雨水を散水等として利用するためのものをいう。

　(3)　雨水貯留施設　敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留槽（浄化槽転用貯留槽を含む。以下同じ。）及び雨水貯留槽に関連する設備で、貯留した雨水を散水等として利用するための施設をいう。

　(4)　雨水浸透施設　雨水を地中に浸透させる次の施設をいう。

　　ア　雨水浸透桝、雨水浸透管及び雨水浸透Ｕ型側溝
　　　　　浸透孔を有し、周囲を充填材料等から構成されるもの

　　イ　透水性舗装　
　　　　　透水性の高い材質によって構成される舗装で駐車場、通路等の地表に施工されるもの

　(5)　設置工事　雨水貯留浸透施設の設置及び改造を行う工事をいう。

　(6)　一団の土地　同一の利用に供されている一団の土地をいう。　　

　（補助事業者）
第３条　補助金の交付を受けることができるものは、市内の宅地等において設置工事を行うものとする。
（補助対象施設）
第４条　補助金の交付の対象となる雨水貯留浸透施設は、次に掲げる施設とする。　ただし、雨水貯留施設については、一団の土地につき２基を上限とする。
　(1)　浄化槽転用貯留槽

　(2)　貯留量１００リットル以上の雨水貯留施設
　(3)　口径又は内法２００ミリメートル以上の雨水浸透枡

　(4)　口径５０ミリメートル以上の雨水浸透管

　(5)　内幅２４０ミリメートル以上の雨水浸透Ｕ型側溝
　(6)　面積１０平方メートル以上の透水性舗装

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する雨水貯留浸透施設については、補助金の交付の対象としない。
　(1)　過去に補助金の交付を受けているもの。ただし、補助金の交付を受けてから５年を経過しているものは除く。
　(2)　この要綱による補助金以外の補助金を受けるもの又は移転補償等機能回復により設置工事を行うもの
　(3)　その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたもの
（補助対象経費)

第５条　補助金の交付の対象となる経費（以下｢補助対象経費｣という。）は、設置工事に要する材料費、工事費及び諸経費とする。

（補助金の額）

第６条　補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める額とし、その合計額は、一団の土地につき２０万円を上限とする。ただし、その額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
（補助金の交付申請）

第７条　補助金の交付を受けようとするものは、設置工事に着手する前に補助金交付申請書（様式第1号）を市長に提出しなければならない。

（変更の承認申請）

第８条　補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助対象者」という。）は、申請内容に変更があった場合、速やかに変更承認申請書（様式第２号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

（実績報告）

第９条　補助対象者は、設置工事が完了したときは、その日から１４日以内に実績報告書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

（交付額の確定）

第１０条　市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付額確定通知書（様式第４号）により補助対象者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

第１１条　市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求により、補助金の交付をするものとする。
２　前項による請求は、補助金交付請求書（様式第５号）によるものとする。
（維持管理）

第１２条　補助金の交付を受けたものは、雨水貯留浸透施設の適正な維持管理に努めなければならない。

（委任）

第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

（刈谷市浄化槽等雨水貯留施設転用補助金交付要綱の廃止）
２　刈谷市浄化槽等雨水貯留施設転用補助金交付要綱（平成１１年４月１日施行）は、廃止する。
（経過措置）
３　この要綱の施行前に交付されている刈谷市浄化槽等雨水貯留浸透施設転用補助金交付要綱による補助金は、刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金交付要綱による補助金とみなす。
　別表（第６条関係）

	種目

	補　　　　　　　　　助　　　　　　　　額

	浄化槽転用貯留槽
	補助対象経費の３分の２の額。ただし、次に定める額を上限とする。
(1)　貯留量３，０００リットル未満のとき
　７５，０００円
(2)　貯留量３，０００リットル以上１０，０００リットル未満のとき
　１００，０００円
(3)　貯留量１０，０００リットル以上のとき
　１５０，０００円



	雨水貯留施設
	(1)　貯留量１００リットル以上２００リットル未満のとき
１基当たり１５，０００円又は補助対象経費の３分の２のいずれか低い額とする。
(2)　貯留量２００リットル以上のとき
１基当たり２５，０００円又は補助対象経費の３分の２のいずれか低い額とする。



	雨水浸透桝
	１基当たり５，０００円又は補助対象経費の３分の２のいずれか低い額とする。



	雨水浸透管
	１メートル当たり３，０００円又は補助対象経費の３分の２のいずれか低い額とする。



	雨水浸透Ｕ型側溝
	１メートル当たり３，５００円又は補助対象経費の３分の２のいずれか低い額とする。



	透水性舗装
	１平方メートル当たり１，０００円又は補助対象経費の３分の２のいずれか低い額とする。




様式第１号（第７条関係）

補助金交付申請書

　　年　　月　　日

刈谷市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

平成　　年度において雨水貯留浸透施設設置事業を行うため刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　記

	設　 　　置　 　　場　　 　所


	刈谷市

	設置工事を行う雨水貯留浸透施設
	浄化槽転用貯留槽　　　　　　基

雨水貯留施設　　　　　　　　基
雨水浸透桝　　　　　　　　　基

雨水浸透管　　　　　　　　　メートル

雨水浸透U型側溝 　　　　　メートル
透水性舗装　　　　　　　　　平方メートル


	工   事    予    定   期   間
	着手　　　　　年　　月　　日

完了　　　　　年　　月　　日




添付書類
(1)案内図及び工事の概要を示す図面（平面図、構造図）

(2)見積書

(3)設置工事前の現場写真（状況が把握できるもの）

(4)土地所有者の承諾書（設置場所が借地である場合）

様式第２号（第８条関係）

変更承認申請書
　　年　　月　　日

刈谷市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　

年　　月　　日付　　　　第　　　号で補助金の交付決定を受けた　　　　　　　　　

平成　　年度雨水貯留浸透施設設置事業について、申請内容を変更したいので、刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記
	設置場所

	刈谷市

	変更理由
	

	変更内容
	


添付書類
　　(1)案内図及び工事の概要を示す図面（平面図、構造図）
(2)変更見積書（金額に変更がある場合）
様式第３号（第９条関係）

実績報告書
　　年　　月　　日

刈谷市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　

年　　月　　日付　　　　第　　　号で補助金の交付決定を受けた　　
平成　　年度雨水貯留浸透施設設置事業が完了したので、刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり報告します。
　　　　　　　　　　　　記

	設置場所
	刈谷市

	工事完了年月日
	　　　　　年　　月　　日


添付書類
(1)完了写真（状況が把握できるもの）

(2)領収書の写し

様式第４号（第１０条関係）

補助金交付額確定通知書

第　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刈谷市長　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付で交付申請のあった　　　　年度雨水貯留浸透施設設置事業補助金の額が確定したので、刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり通知します。

記
	補助金交付確定額

	　　　　　　　　　　　　　　　　円


　　
様式第５号（第１１条関係）

補助金交付請求書
　年　　月　　日

刈谷市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　㊞

　　　　　年　　月　　日付　　　　第　　　号で交付額の確定を受けた雨水貯留浸透施設設置事業補助金について刈谷市雨水貯留浸透施設設置事業補助金交付要綱第１１条の規定により、下記のとおり請求します。

記

請求金額　　金　　　　　　　　　　　　円

	振込先 


	　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　　　　店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	預金種目

	　普通・当座・貯蓄
	口座番号
	

	口座名義　

	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

